


第５回塩尻市中学校部活動地域移行等協議会

国・県の動向について

令和７年９月19日

中信教育事務所学びの共創課

髙木 潤一



〇国・県の動向について

（２）県の取組について
～令和７年７月１0日第８回県協議会資料より～

（１）国の最終とりまとめについて
～令和７年5月１６日～









部活動地域展開の周知啓発に係る取組

○ 中学校部活動の新たな地域クラブ活動への速やかな展開に向けて、児童・生徒、保護者、及び地域のスポーツ・文化活動関係団体等
へ理解促進を図ることで気運の醸成を図る。

１ 目 的

２ 今年度の主な取組（決定済）

① 部活動地域展開フォーラムの開催

期日：12月20日（土）

会場：ホクト文化ホール 小ホール

④ 県政出前講座

令和７年度より新規テーマとして

② ＰＴＡ関東ﾌﾞﾛｯｸ研究大会 ながの大会１日目

第７分科会「部活動の地域展開」

期日：10月18日（土）

会場：諏訪市駅前交流テラス すわっチャオ

③ 長野県公立小中学校事務職員研修大会

研修Ⅰ 行政説明「本県の部活動の地域展開」

期日：10月30日（木）

会場：長野県総合教育センター

（新）地域に中学生期の新たなスポーツ・文化芸術
活動の環境を構築しよう～部活動の地域移行～

４

この他、（公財）長野県スポーツ協会主催の各種会議を通じて、
県内の各競技団体、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、
郡市スポーツ（体育協会）等に、情報提供するとともに可能な限り
連携・協力をいただくよう随時依頼しているところ。



地域クラブ指導者養成リーダー出前講座事業

地域振興局単位（10圏域）に県教委が行う指導者養成リーダー研修を受講した指導者養成リーダーを地域クラブ活動に
研修講師として派遣し、中学生期のスポーツ・文化芸術活動における充実・生徒の健全な成長を支援する指導者を育成

１ 目 的

２ 指導者養成リーダー（派遣講師）一覧

地 域 氏 名 職（前職等）

長 野
新井 孝之 須坂市教育委員会指導主事（前・須坂東中学校長）

秋山 昇 長野市立長野高等学校参与（前・松代中学校長）

北 信 須山 千才 中野市立延徳小学校長（元・保健厚生課指導主事）

佐 久 松本 隆 佐久市立野沢小学校長（前・東信教育事務所学校教育課長）

上 田 畠山 正幸 上田市教育委員会指導主事（前・上田第五中学校長）

木 曽 上田 宏志 一般社団法人木曽教育会事務局長（元・南木曽中学校長）

松 本 輿 幸雄 松本市立丸ノ内中学校教諭（前・筑摩野中学校長）

大 北 中村 恭之 長野市立中条小学校長（元・スポーツ課指導主事）

諏 訪 飯嶋 政泰 諏訪市立長地小学校長（前・東信教育事務所生涯学習課長）

上伊那 酒井 修一 飯島町立飯島中学校長（前・スポーツ課学校体育係長）

飯 伊 野竹 国男 天龍村立天龍中学校長（元・飯田教育事務所指導主事）

① 指導者の質の向上 ② 安全管理の徹底 ③ 一貫した指導方針の共有 ④ 指導者のﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ向上

⑤ 地域連携の強化

指導者が適切な指導技術や知識
をもつことで、生徒に対して質
の高い指導が提供され、スポー
ツや文化活動の効果が最適化

指導者は安全管理の重要性や具
体的な方法を学ぶことにより、
活動中の事故やケガを防止

地域全体で一貫した指導方針や
目標を共有することにより、地
域クラブ活動が統一された方向
性で進められ、生徒にとって一
貫性のある学びの場を提供

指導者同士の交流や情報共有が
促進され、指導者のモチベー
ションが向上し、地域クラブ活
動が活性化

地域のさまざまな主体（学校、地域団体、企業など）の交流・連携により、地域全体での協力体制が強
化され、持続可能な地域クラブ活動の実現に寄与

指導者養成リーダーは、その地域にお住
いの学校教育・スポーツ指導に精通した
現職校長又はＯＢ校長

令和７年６月４日（水）18:00～ 指導者養成リーダー向けオンライン研修会を開催 ５



月／日 講座内容と講師（予定）

第１回
４／10
（木）

部活動と地域クラブ活動について考える
講師：県教育委員会保健厚生課教育主幹兼学校体育係長 出口 哲朗

第２回
４／24
（木）

これからの地域クラブ活動のあり方について考える
講師：県教育委員会保健厚生課指導主事 土橋 裕樹

第３回
５／22
（木）

スポーツ指導における暴力・暴言・ハラスメント等の防止について
講師：県教育委員会保健厚生課指導主事 上原 雄次

第４回
５／29
（木）

中学生期の心身の特徴とコミュニケーションについて
講師：スポーツ振興課中信教育事務所駐在指導主事 髙木 潤一

第５回
６／12
（木）

スポーツ指導における安全管理と具体的な方法について
講師：県教育委員会保健厚生課指導主事 小山 啓太

第６回
６／26
（木）

熱中症の予防と応急手当の基本等について
講師：県教育委員会保健厚生課指導主事 笠井 佳代子

第７回
７／10
（木）

コンディショニングとスポーツ障害の予防について
講師：（株）Body Conditioning Factory 代表 関 賢一

大学連携による持続可能な地域クラブ活動推進事業

令和７年（2025年）4月10日 開講式及び第１回講座

持続可能な地域クラブ活動の運営と大学による地域貢献を目的に、県教育委員会と松本大学が連携し、同大学スポーツ健康
学科の学生を中心に、スポーツの指導者を養成する講座を開講する。

１ 目 的

２ 地域クラブ活動ゼミナール（講義・演習）予定（前期分）

※ 後期は、実際に地域クラブに出向き指導実習を予定

【参考になったこと】
・グループワークによって部活動や地域クラブ活動について様々な意見を聞いたこと
・部活動の地域移行に至る背景、目的、県の目指す姿、方向性など
・部活動の地域移行には様々な課題がある反面、メリットもあること
・部活動の功罪は、人や環境によって異なること
・先行している市町村やその取り組み
・地域クラブ活動に移行にあたり、専門性の高い指導のためには予算や人が必要なこと

６



文化部活動の地域展開に伴い直面するであろう課題について
学びの改革支援課

（１）楽器の管理費は今後どのようにしていくのか？

地域展開に関して県内で課題となっている２点について ※【別紙】参照

（１）吹奏楽部の楽器の管理費は今後どのようにしていくのか？

・日頃のメンテナンスや破損した際の修理に掛かる経費について見通しをも

てていない自治体が多い。

（２）文化部活動の活動場所の管理は今後どのようにしていくのか？

・未定が多いが、外部団体による管理体制を目指す自治体が多い。

（２）活動場所の管理は今後どのようにしていくのか？

ふるさと納税やクラウドファンディングの活用

課題の洗い出し

公共施設の利用
・学校施設は使わず、使用料を免除して
市の施設を利用。（埼玉県白岡市）

学校施設に専用のセキュリティを設置
・別棟にある音楽室に新たなカギを作成。学校の管理外で施
設を使用できるよう鍵を役場で管理。（神奈川県開成町）

学校施設内にシャッター等を設置
・市教育委員会と市長部局が中学校を訪問し検討。普通教
室棟への立ち入りを制限するﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ設置。（岐阜市）

複数の教職員が交代制で鍵の管理

・兼職兼業をした同一学校内の複数の顧問が交代制で鍵を管理。
（秦野市）

対応① 対応②

対応③ 対応④

全国の先進的な取組

Ｑ.楽器の維持・修繕に係
る費用は今後どうして
いく予定か。

Q.休日の活動場所の管理
は、今後どうしていく
予定か。

未定,11

市町村負担,３

ＰＴＡ等,２

未定,８

学校を外部が管理,４

長野県内市町村立中学校への聞き取り調査より
ｎ＝16（市立10校、町村立６校）

受益者が負担
・参加費年額約１２万円/人を集金。
運営主体は保護者会。（富山県富山市） ・ふるさと納税の仕組を活用し、自治体を通じて学校な

どに楽器を寄附する制度。手数料の割合が大きく現在
は中止（長野県小諸市）

・クラウドファンディングの利用。（栃木県那須塩原市
一般吹奏楽団体 ※自治体は関与していない取組）

個人維持費 楽器の確保

・学校の備品を使用。劣化対応は学校、町教
育委員会が負担する。（神奈川県開成町）

維持費 学校、市町村教育委員会が負担

市町村

今後取り組んでいくこと
①文化部活動の現状の情報収集（困り感・先行事例等） 市町村、中学顧問、文化部活動関係団体等…８月まで
②文化部活動についてのオンライン情報交換会（市町村、中学校顧問）…８月中
③長野県芸術文化協会等を通じて、各種民間団体への受け入れ拡大のお願い・・・10月まで ７



長野県内市町村立中学校への聞き取り調査より
ｎ＝16（市立10校、町村立６校） 学びの改革支援課

楽
器
に
関
す
る
費
用

活
動
場
所
や
鍵
の
管
理

担当者、教頭先生にヒヤリングした内容のまとめ
■現状
・小型楽器は個人所有、大型楽器は学校（市町村）備品を使
用する傾向にある。
・修繕費は、市町村が出しているところが多い（12校）。

■地域展開後の予定と課題
・現時点で、地域展開後については未定が多い（11校）。
「地域展開すると、今のように町から楽器の購入や修繕の
ための予算をもらう形が難しくなる（南信）
・「町で負担。自分で落としてしまった場合などは、保護者
と相談した上で個人負担になる場合もある。」（北信）
・「地域クラブの中で保護者から活動費を徴収してあて
る。」（中信・北信）

担当者、教頭先生にヒヤリングした内容のまとめ
■現状
・学校を会場にしている学校が多い（14校）。
・鍵の管理は学校の職員が対応することが多い（13校）。

■地域展開後の予定と課題
・「学校職員ではない人が指導で学校施設に入れるように、施
設にシャッターなどをつけて、管理棟と切り離す計画。シャッ
ター取り付けの予算化まできている。」（南信）
・「学校の活動場所がシャッターで区切られているため、公民
館で鍵を借りて管理ができている。２校で取り組んでいるが、
大桑村の公共施設を利用することもある。」（中信）
・「公民館や文化会館で練習するのが一番望ましいが、打楽器
等の大きな楽器の置き場所が課題。」（中信）

個人

3

市町村

3

市町村

12

PTA等

2

PTA等

1

未定

11

地域移行後

（予定）

現在

楽器の修繕費の負担 （校） 個人 市町村 PTA等 未定

個人

4

市町村

5

市町村

12

未定

11

地域移行後

（予定）

現在

楽器の購入費の負担 （校） 個人 市町村 未定

学校

5

学校

14

学校か公共

施設

2

学校か公共

施設

2

公共施

設

1

未定

8

地域移行

後…

現在

休日の活動場所 （校）学校 学校か公共施設 公共施設 未定

教員

2

教員

13

外部

5

外部

2

教員か

外部1

未定

9

地域移行

後…

現在

活動場所の鍵の管理 （校） 教員 外部 教員か外部 未定

地域展開後

地域展開後

地域展開後

地域展開後

８



信州地域クラブ活動応援サポーター認証制度について

○ 家庭の経済状況に左右されず、すべての生徒がニーズに応じた多様な活動を保証するため、地域クラブ活動には、受益者
負担を低廉化するよう県ガイドラインで求めている。

○ 県では、指導者の発掘・資質の育成、指導コンテンツの配信、情報共有等、様々な支援に取り組む一方、指導者謝金、物品
購入費、保険料など、実際のクラブ運営・活動費の補助は、国からの補助金が大きな財源となっている。

○ 現時点で、令和８年度以降は、国からの財政支援は見通しが立っていない。

１ 地域クラブ活動における課題

持続可能な地域クラブ活動の運営及び受益者負担の軽減には、企業等からの継続的な支援が必要

保健厚生課 ・ スポーツ振興課
学びの改革支援課・文化振興課

２ 信州地域クラブ活動応援サポーター認証制度

１ 指導者・協力者の派遣

○ 信州地域クラブ活動指導者リストへの登録
○ 地域クラブ活動参加を奨励する社内制度の整備

２ 施設・用器具等の貸与

○ スポーツ・文化芸術施設の貸与
〇 用器具等の貸与

３ クラブ運営や受益者負担の軽減

○ 地元の地域クラブ活動に対する寄付
〇 用具等の販売割引
〇 交通費負担軽減等の取組

想定している支援 サポーターのメリット

◇ 地域貢献する企業のブランドイメージの向上

◇ 信州地域クラブ活動応援サポーターの認証

◇ 長野県ＳＤＧｓ推進企業登録制度の

 【社会貢献活動】に認証

◇ 職場いきいきアドバンスカンパニー

認証制度の基本項目の要件に該当

報告事項（１）

９
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スポーツをもっと身近に
・スポーツの魅力を広め、
・スポーツが好きな人に寄り添い、
・スポーツの力で世界をもっとワクワクさせていくことを会社の使命と捉え

○ 1995年以降、スポーツ用品専門店売上高全国１位
○ 全国に400店舗、本県にも７店舗を有する

３ Alpen Groupの概要と支援内容

”次世代のスポーツ好きの育成”のため、全国初！部活動の地域展開を支援

は、

支援No,１ 地域クラブがスポーツ用品やチームウェアを購入する際の割引特典

ｱﾙﾍﾟﾝﾎﾟﾝｲﾄ10％還元、55,000円以上購入の際10％ＯＦＦ

支援No,２ チームメンバー募集のチラシを店舗に掲示

「信州地域クラブ活動指導者募集チラシ」を県内各店舗に設置

支援No,３ カップ戦、大会などを支援

「スポーツ・文化芸術活動バイキング体験会」の協賛

支援No,４ 地域クラブ所属の中学生に「地域スポーツ応援割引カード」を配布

５％ＯＦＦと会員ポイントの付与

１１



信州地域クラブ活動認定要件ガイドラインの策定について

１ 地域クラブ活動の認定要件が必要な理由

８月に「地域クラブ活動認定要件」「受益者負担の目安」「Ｒ８当初予算概算要求」を提示（予定）

① 安全性の確保と責任の明確化

①指導者資格や安全基準が不明確

② 質の高い活動の保障 ③ 持続可能性の確保 ④ 公的支援や連携の促進

②活動内容や指導方法が不明確 ③運営体制が不明確 ④公的支援や諸団体と連携不足

指導者の資格や経験、活動場所の
安全基準、緊急時の対応体制等を
確保しすることで、地域クラブ活
動の安確保とともに、事故発生時
における責任の所在の明確化

活動目標や指導計画の策定、指導
者研修の義務付けを認定要件に設
けることで、効果的な環境整備に
つながり、教育的・育成的な側面
も重視した活動に期待

適切な受益者負担、会計報告の
義務付け、運営委員会の設置等
を求めることで、活動の透明性
を高め、持続可能な運営体制の
構築に資することに期待

認定要件を満たすことで、地方自
治体からの補助金や助成金、学校
施設の使用許可など、公的な支援
を受けやすくなるとともに、学校
や他の地域団体との連携も円滑化

中学校の教育活動の一環として教員免許の資格をもつ教員が指導者（顧問）の部活動とは異なり現状の地域クラブ活動は・・・

認定要件を満たす地域クラブ活動を支援することで

２ 「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動に関する実行会議」最終とりまとめと阿部俊子文部科学省大臣の発言から

国・都道府県・市区町村で支え合うことが重要（最終とりまとめ）
公的負担を投入に値する地域クラブ活動認定要件（判断基準）が必要

国の「地域クラブ活動認定要件」を受け、本県に即した「地域クラブ活動認定要件ガイドライン」を策定
※ 要件に即した地域クラブ活動を認定するのは市町村

R7.12月 第 ９回県協議会にて「信州地域クラブ活動認定要件ガイドライン（素案）」を提案
R8.  2月 第10回県協議会にて「信州地域クラブ活動認定要件ガイドライン（案）」を提案
R8.  3月 教育委員会定例会にて「信州地域クラブ活動認定要件ガイドライン」を策定

３ 信州地域クラブ活動認定要件ガイドラインの策定スケジュール素案

保健厚生課
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北海道
北見市

新潟県
妙高市

兵庫県
太子町

静岡県
掛川市

長野県
飯田市

山口県

ガイドラインや部活動方針に準じた適切な活動 ○ ○ ○ ○ ○

適切な休養日・活動時間 ○ ○ ○ ○ ○

域内の参加希望の中学生等を広く受け入れる ○ ○ ○ ○ ○

原則として活動拠点は域内の公共施設や学校施設 ○ ○ ○ ○ ○

持続可能な運営のため複数の躍進指導者等の体制 ○ ○ ○ ○

規約、年間計画、年間収支予算、役員名簿等の整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○

会員から適切な会費の徴収 ○ ○ ○ ○

営利を目的としない ○ ○ ○ ○ ○

指導者は研修会を受講 ○ ○ ○ ○ ○

賠償責任保険への加入 ○ ○ ○

生徒の所属校との連携・協力 ○ ○ ○ ○

ケガや事故、生徒指導上の問題等の責任の帰属 ○ ○ ○

緊急連絡網等、安全確保の体制整備 ○ ○ ○

人権尊重、体罰・暴言の禁止 ○ ○ ○

（参考）全国の自治体における認定要件
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１ 活動の目的・対象
○部活動の地域の受け皿であること

・中学生等を対象に、スポーツまたは文化芸術活動を行う団体であること。

○専門性の高い指導を目指すこと
・質の高い指導を提供できる体制があること。

２ 活動内容・運営に関する基準
○適切な活動時間・休養日

・平日の活動時間は長くても２時間程度、土日祝日等は3時間程度を基準とすること。
・週当たり2日以上（平日１日以上、週末１日以上）の休養日を設けること。

○営利を目的としない

○参加の公平性を担保
・地域クラブ活動に参加する会員（中学生等）が、自由に加入・脱会できること。
・参加を希望する中学生等を広く受け入れ、公平な視点をもって活動が行えること。

○会費等の透明性を担保
・会費を徴収する場合は、クラブ活動の維持・運営に必要な範囲で設定すること。
・会計報告をする等、会費の取り扱いを明確にしておくこと。

○規約・会則の整備
・団体の規約、年間活動計画、年間収支予算、役員名簿等を整備していること。

４ 信州地域クラブ活動認定要件（素々案）

※ 以下の要件は、文部科学省の「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的
なガイドライン」をベースにしながら、文部科学省が事例として紹介している資料（北見市、
妙高市、太子町等）を参照。
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３ 指導体制・安全管理
○適切な指導者

・専門的な知識や指導経験を持つ指導者が複数体制で関わること。
・指導者は、体罰や暴言など人権を尊重しない指導を行わないこと。
・指導者等は、研修会等に参加すること。

○安全管理・保険加入
・参加者全員が、ケガ等を補償する傷害保険や賠償責任保険に加入していること。
・適切な実務指導と監督、活動管理、安全管理を行える組織であること。

４ 地域・学校との連携
○活動拠点の明確化

・自治体内の社会教育施設や学校施設等を活動拠点としていること。

○学校との連携
・参加中学生（保護者）、学校、教育委員会との連携・協力を図ること。
・中体連等の各種大会は、地域クラブとしての参加を原則とすること。

５ 組織運営
○持続可能な運営体制

・複数の役員や指導者が運営に携わるなど、持続可能な運営体制が構築されていること。

○組織としての継続性
・個人登録ではなく、団体として活動を継続できる組織であること。
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